
スポーツ人間学部　スポーツ指導学科

　柔道

　剣道

○ダンス

○体つくり・器械運動

○陸上競技

○水泳

○冬季スポーツ

　テニス

　バレーボール

　バスケットボール

　ハンドボール

○スポーツ理論

○体力トレーニング論

○スポーツ社会学

○コーチング論

○生涯スポーツ論

○人体構造基礎

○運動生理学

○衛生学及び公衆衛生学

○学校保健

○運動機能と救急処置

○保健体育科指導法Ⅰ

○保健体育科指導法Ⅱ

　保健体育科指導法Ⅲ

　保健体育科指導法Ⅳ

体育実技

中一種免（保健体育）・高一種免（保健体育）

中一種免（保健体育）・高一種免（保健体育）

「体育原理、体育心理学、

体育経営管理学、体育社会学、体育史」・

運動学（運動方法学を含む。）

生理学（運動生理学を含む。）

衛生学・公衆衛生学

学校保健（小児保健、精神保健、

学校安全及び救急処置を含む。）

各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）

本学において免許状取得に必要な最低単位数（中一種免）

本学において免許状取得に必要な最低単位数（高一種免）
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学部共通科目

高
24

中
28

（1）教科及び教科の指導法に関する科目

⑧履修科目

33
29

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 ○ICTを活用した教育

総合的な学習の時間の指導法 ※中免
総合的な探求の時間の指導法 ※高免
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（2）教育の基礎的理解に関する科目等
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（4）教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目

（3）大学が独自に設定する科目

注：① 〇は必修科目。
注：② 施行規則に定める最低単位数を超えて修得した「教科及び教科の指導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科目等」と併せて4単位以上修得すること。

注：① 〇は必修科目。

注：① 施行規則に定める最低単位数を超えて修得した「教科及び教科の指導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科目等」と併せて12単位以上修得すること。

（1）領域及び保育内容の指導法に関する科目

注：① 〇は必修科目。
注：② 17単位以上修得すること。16単位を超えて修得した単位は「大学が独自に設定する科目」の単位に充当できる。

中一種免（保健体育） 幼一種免

高一種免（保健体育）
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（2）教育の基礎的理解に関する科目等 （3）大学が独自に設定する科目

（4）教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
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注：① 〇は必修科目。
注：② 施行規則に定める最低単位数を超えて修得した「領域及び保育内容の指導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科目等」と併せて14単位以上修得すること。

注：① 〇は必修科目。
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（1）介護等体験制度

（2）介護等体験に当たっての注意事項

（3）一般的留意事項

⑨介護等体験

1）　介護等体験の義務化

2）　介護等体験の内容

3）　介護等体験の受け入れ施設
4）　介護等体験の実施

5）　介護等体験に係る費用

6）　健康診断の受診

小学校・中学校の普通免許を取得しようとする場合、原則として7日間（社会福祉施設等５日間、
特別支援学校2日間）の介護等体験が義務づけられています。
障がい者、高齢者等に対する介護や介助、交流の体験のほか、受け入れ施設の職員に必要とされる業
務の補助等です。
実施する施設については希望調査を実施しますが、必ずしも希望通りにならない場合もあります。
受け入れ施設と同様に調整しますが、必ずしも希望通りにならない場合があります。３年次の5月から
翌年の2月頃までの間に予定されています。
 ・社会福祉施設等に支払う受入調整費用や体験費用　　　　　10,000円
費用については、実施年度（３年次）に徴収します。
介護等体験の受け入れを北海道教育委員会や社会福祉協議会に依頼する場合には、該当年度（3年
次）における健康状況を報告する必要があります。
したがって、介護等体験を希望する者は３年次の4月中に健康診断を受け、その証明書をすみやかに
本学に提出してください。

⑩教育実習（中一種免・高一種免）

（1）教育実習時期

（2）教育実習期間

（3）教育実習校

（4）教育実習校決定の手順

（5）教育実習にかかる費用

（6）教育実習を行うための条件

教育実習については、４年次の教職に関する科目「教育実習（事前事後指導）」で配布する「教育実習の手引」（北海道私立大学・短期大学
教職課程研究連絡協議会編）を熟読し、しっかりした心構えを身に付けてください。
なお、「教育実習日誌」についても、同上連絡協議会発行のものを使用します。
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⑪教育実習（幼一種免）

⑫教職実践演習と教職履修カルテ

（1）幼稚園実習時期及び期間

（2）幼稚園実習までに必要な単位

（3）実習ガイドライン

（４）実習に当たっての一般的な留意事項

（5）実習園の決定

（６）幼稚園実習にかかる費用

３年次の10月頃、実習期間中の住所や本人の希望などを確認した上で、諸事情を勘案して幼稚園に実習の受け入れを依頼します。依頼
先の幼稚園より「承諾書」が本学に届いた段階で実習園が決定したことになります。但し、実際に学外実習が開始する４年次の8月までに、
上記の実習ガイドラインに照らして、問題が生じた場合は、予定通りに実習を行うことができなくなる可能性があります。

幼稚園実習については、1年次に配布する「実習ガイドブック」（札幌国際大学人文学部心理学科子ども心理専攻実習委員会発行）を熟読し、
外部実習に必要とされる健全な心と身体、そして知識と技能の準備をして臨んで下さい。

人間と哲学
芸術論Ⅰ
人間と心理
人間と歴史

12 16
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